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令和元年第５回富士川町議会臨時会 

 

令和元年１２月２３日 

午後 ２時００分開議 

於 議 場 

 

１ 議事日程 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 議案第１０１号 富士川町職員給与条例の一部を改正する条例について 

日程第 ５ 議案第１０２号 富士川町長等の給与及び旅費条例及び富士川町議会の議員の 

議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 

について 

日程第 ６ 議案第１０３号 令和元年度富士川町一般会計補正予算（第７号） 

日程第 ７ 議案第１０４号 令和元年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

日程第 ８ 議案第１０５号 令和元年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第４号） 

日程第 ９ 議案第１０６号 令和元年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第１０ 議案第１０７号 令和元年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第１１ 議案第１０８号 リニア髙下工事用道路整備工事（２工区）請負契約の締結に 

ついて 
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２ 出席議員は次のとおりである。（１４名） 

 

１番  秋 山   仁        ２番  樋 口 正 訓 

３番  笹 本 壽 彦        ４番  井 上 和 男 

５番  望 月   眞        ６番  秋 山   稔 

７番  成 田   守        ８番  小 林 有紀子 

９番  深 澤 公 雄       １０番  青 栁 光 仁 

１１番  堀 内 春 美       １２番  鮫 田 洋 平 

１３番  長 澤   健       １４番  井 上 光 三 

 

 

３．欠席議員 

 

       な   し 

 

 

４．会議録署名議員 

 

        ３番  笹 本 壽 彦      ４番  井 上 和 男 

 

 

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（１０人） 

 

町      長 志 村   学   副 町 長 齋 藤   靖 

   会 計 管 理 者 内 田 一 志   政 策 秘 書 課 長 秋 山 佳 史   

   財 務 課 長 秋 山   忠   管 財 課 長 樋 口 一 也  

   町 民 生 活 課 長 中 込 裕 子   福 祉 保 健 課 長 松 井 清 美 

   土 木 整 備 課 長 志 村 正 史   上 下 水 道 課 長 原 田 和 佳 

 

 

６．職務のため出席した者の職氏名（２名） 

 

議 会 事 務 局 長 早 川 竜 一 

書      記 依 田 文 哉 
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開会 午後２時００分 

〇議長（井上光三君） 

開会の前に、相互にあいさつを交わします。起立願います。相互に礼。着席願います。 

富士川町告示第７０号をもって招集されました、令和元年第５回富士川町議会臨時会に、議

員並びに町長をはじめ執行部各位には、ご健勝にてご出席いただき誠にありがとうございます。 

ただいまの出席議員は１４名であります。定足数に達しておりますので、これより令和元年

第５回富士川町議会臨時会を開会します。 

これから、本日の会議を開きます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（井上光三君） 

日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により３番笹本壽彦君および４番井上和男君

を指名します。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（井上光三君） 

日程第２ 会期決定を議題とします。 

お諮りします。本臨時会の会期は本日１日にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

〇議長（井上光三君） 

異議なしと認めます。 

したがって、会期は本日１日と決定いたしました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（井上光三君） 

日程第３ 諸般の報告 

この際、議案の審議に先立ちまして、諸般の報告を行います。 

議長から報告します。本日の議事日程、説明員として出席通知のありました者の職・氏名、

などにつきましては、お手元に配布したとおりです。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（井上光三君） 

日程第４ 議案第１０１号 富士川町職員給与条例の一部を改正する条例について 

日程第５ 議案第１０２号 富士川町長等の給与及び旅費条例及び富士川町議会の議員の議員報 

酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について 

以上の２議案は、条例改正案件でありますので一括して議題とします。 

町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君。 

――――――２ 議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明―――――――― 

〇議長（井上光三君） 

次に、議案第１０１号及び第１０２号について補足説明を求めます。 

財務課長 秋山忠君。 
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〇財務課長（秋山忠君） 

それでは、まず始めに、議案第１０１号の富士川町職員給与条例の一部を改正する条例につ

いての補足説明をさせていただきます。タブレット３ページになります。この条例改正は、人

事院勧告を鑑み改正するもので、勤勉手当、給料表の改正、住居手当の改正となります。 

第１条には、本年度分の支給月の改正、第２条には来年度分の支給に関する改正と給料表の

改正であります。詳細については、新旧対照表で説明させていただきます。新旧対照表をご覧

ください。タブレットは１６ページになります。 

まず、職員の給与条例の改正、第１条関係であります。まず、勤勉手当の改正であり、１７条

の４の２項では、「各号に掲げる額」の文言を「各号定める額」に改めること、その下の下線部

分の追加は、勤勉手当は、６月、１２月は同じ支給率であり、今回の改正は１２月分を改正す

るため、「６月に支給する場合には、」との文言を追加し、改正前の１００分の９２．５、特定

幹部職員にあっては１００分の１１２．５を、それぞれ、「１２月分の支給する場合にあっては、

１００分の９７．５、１００分の１１７．５」に改正し、１００分の５の増、０．０５か月引

き上げるものであります。なお、特定幹部職員とは課長級の職員となります。 

また、別表第２、別表第２の２の改正につきましては、給料表の改正であり、タブレットで

すと４ページから１０ページが給料表の改正であります。給料表の改定対象者は、３０歳代半

ばまでの職員となります。 

次の新旧対照表のタブレット１７ページをご覧ください。第２条関係であります。第２条関

係は、住居手当の支給対象となる家賃額の下限と月の支給限度額の改正、支給額の改正、そし

て、翌年の勤勉手当の割合に関する改正であります。この改正は、第９条の３で手当の月の支

給対象家賃額の下限が、「１２，０００円を超える額」とあるのを「１６，０００円」と改正し、

ほか、文言の改正であります。第９条の３第２項では、月額を定めており、次のページへ移り

まして、「２３，０００円以下の家賃の場合、１２，０００円を控除した額」としていたものを

「２７，０００円以下の家賃の場合、１６，０００円を控除した額」、また、「２３，０００円

を超える家賃の場合、２３，０００円を控除した額の１／２に１１，０００円を加算した額、

１／２が１６，０００円を超える場合、１６，０００円とする」としておりましたが、改正後

は、「２７，０００円以下の家賃の場合、１６，０００円を控除、２７，０００円を超える家賃

を支払っている場合は、２７，０００円を控除後の１／２に１１，０００円を加算する、１／

２が１７，０００円を超える場合、１７，０００円とする」という改正でございます。 

次に１７条の４、勤勉手当の改正ですが、この改正は「６月、１２月に支給する割合を同じ

とする」改正であります。年間の総支給月数は変わりませんが、両月とも１００分の９５、特

定幹部職員にあっては１００分の１１５と改正するものであります。 

     また、別表２の改正につきましては、任期付き職員給料表の単一号給を削除するものです。 

 なお、附則としてこの条例は公布の日から施行する。ただし、２条及び附則第４項について

は、令和２年４月１日から施行する。また、第１条の規定による改正後の条例は、平成３１年

４月１日から適用としております。 

また、４項には住居手当が２，０００円を超える減額となる職員については、令和３年３月

３１日まで、旧手当額から２，０００円を控除した額とする経過措置が設けられております。 

 以上が議案第１０１号の補足説明であります。 
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続きまして、議案第１０２号の補足説明をさせていただきます。次のページ、タブレット 

２１ページになります。この、富士川町長等の給与及び旅費条例及び富士川町議会の議員の議

員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例であります。この改正条例は、４条

だてとなっておりまして、１条、３条におきましては、今年度の支給に関する改正、２条、４条

におきましては、来年度の支給に関する改正であります。 

 詳細につきましては、次の次のページ、新旧対照表にて説明させていただきます。 

まず、第１条関係は町長等の期末手当、町長、副町長、教育長でありますが、第６条の１２月

支給において、１００分の２２２．５を１００分の２２７．５に改正する内容であり、０．０５月

引き上げるものでございます。 

 次のページ、第２条関係におきましては、総支給月数は変わりませんが、来年度の支給に対

する６月１２月の支給割合を同じ月数とする改正で１００分の２２５に改めるものであります。 

     次のページ、第３条関係でありますが、議員の報酬の期末手当に関する改正であり、同様に

０．０５月引き上げるものであります。よって、１２月分の１７２．５を１００分の１７７．

５に引き上げるものであります。 

     次のページ、４条においては来年度の支給に関しまして、同じく総支給月数は変わりません

が、来年度の支給に対する６月及び１２月の支給割合を同じ月数とする改正で１００分の

１７５に改めるものであります。 

     なお、この条例は、公布の日から施行する。ただし、２条、４条については、令和２年４月

１日から施行する。第１条の改正後の条例は、令和元年１２月１日から適用としております。 

 以上が議案第１０２号の補足説明であります。 

     議案第１０１号、１０２号をご審議いただき、ご議決賜りますようよろしくお願い申し上げ 

ます。 

〇議長（井上光三君） 

以上で、町長からの提案理由並びに担当課長の補足説明が終わりました。 

これから、議案第１０１号および第１０２号について質疑を行います。質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって、議案第１０１号および第１０２号について質疑を行います。 

〇議長（井上光三君） 

これから議案第１０１号および第１０２号について、一括して討論を行います。 

討論はありませんか。 

（ な  し ） 

討論なしと認めます。 

以上をもって議案第１０１号および第１０２号について、討論を終わります。 

これから日程第４ 議案第１０１号および、日程第５ 議案第１０２号について、一括して採

決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第１０１号および第１０２号は原案のとおり可決されました。 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（井上光三君） 

日程第 ６ 議案第１０３号 令和元年度富士川町一般会計補正予算（第７号） 

日程第 ７ 議案第１０４号 令和元年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

日程第 ８ 議案第１０５号 令和元年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第４号） 

日程第 ９ 議案第１０６号 令和元年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第１０ 議案第１０７号 令和元年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

以上の５議案は、補正予算案件でありますので一括して議題とします。 

町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君。 

――――――５議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明―――――――― 

〇議長（井上光三君） 

次に、議案第１０３号から第１０７号について補足説明を求めます。 

はじめに、議案第１０３号について補足説明を求めます。 

財務課長 秋山忠君。 

〇財務課長（秋山忠君） 

それでは、議案第１０３号の補足説明をさせていただきます。表紙の次のページ、タブレッ

ト２９ページをご覧ください。 

（以下、令和元年度富士川町一般会計補正予算の朗読） 

第１表、歳入歳出予算補正は事項別明細書にて説明いたします。タブレット３４ページにな

ります。 

（令和元年度富士川町一般会計補正予算事項別明細書朗読説明） 

以上、議案第１０３号の補足説明とさせていただきます。ご審議いただき、ご議決いただけ

ますようお願い申し上げます。 

〇議長（井上光三君） 

次に議案第１０４号について補足説明を求めます。 

町民生活課長 中込裕子さん。 

○町民生活課長（中込裕子さん） 

それでは、タブレットの１１６ページをお開きください。議案第１０４号令和元年度富士川

町国民健康保険特別会計補正予算の補足説明をさせていただきます。次のページをお開きくだ

さい。 

（以下、令和元年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算の朗読） 

第１表の歳入歳出予算補正の詳細につきましては、事項別明細書により説明させていただき

ますので、タブレットの６２ページをお開きください。 

（令和元年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算事項別明細書朗読説明） 

以上で補足説明とさせていただきます。ご審議いただき、ご議決賜りますよう、よろしくお

願いいたします。 

〇議長（井上光三君） 

次に、議案第１０５号について補足説明を求めます。 

福祉保健課長 松井清美さん。 
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〇福祉保健課長（松井清美さん） 

タブレット１２９ページ、議案第１０５号令和元年度富士川町介護保険特別会計補正予算第

４号の補足説明をさせていただきます。 

（以下、令和元年度富士川町介護保険特別会計補正予算の朗読） 

第１表、歳入歳出予算補正につきましては、タブレット７７ページからの事項別明細書によ

りご説明をいたします。 

（令和元年度富士川町介護保険特別会計補正予算事項別明細書朗読説明） 

以上、補足説明とさせていただきます。ご審議いただき、ご議決賜りますよう、よろしくお

願い申し上げます。 

〇議長（井上光三君） 

次に、議案第１０６号および第１０７号について補足説明を求めます。 

上下水道課長 原田和佳君。 

〇上下水道課長（原田和佳君） 

それでは、議案第１０６号の補足説明をさせていただきます。タブレット８９ページをお開

きください。 

（以下、令和元度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算の朗読。） 

第１表、歳入歳出予算補正につきましては、事項別明細書により説明をさせていただきます。

タブレット９４ページをお開きください。 

（令和元度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算事項別明細書朗読説明） 

引き続き、議案第１０７号の補足説明をさせていただきます。タブレット１０５ページをお

開きください。 

（以下、令和元度富士川町下水道事業特別会計補正予算の朗読。） 

第１表、歳入歳出予算補正につきましては、事項別明細書により説明をさせていただきます。

タブレット１１０ページをお開きください。 

（令和元度富士川町下水道事業特別会計補正予算事項別明細書朗読説明） 

以上、議案第１０７号の補足説明とさせていただきます。議案第１０６号、１０７号とも、

ご審議の上、ご議決賜りますよう、お願い申し上げます。 

〇議長（井上光三君） 

以上で、町長からの提案理由並びに担当課長の補足説明が終わりました。 

これから、議案第１０３号から第１０７号について質疑を行います。質疑はありませんか。 

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

１０番青栁です。わかりづらいところがありましたので、お答えをお願いしたいと思います。

はじめに、タブレットの３９ページ、議案の６ページ、民生費の児童福祉費ですが、保育所総

務費と合わせまして１２８５万円が減額になっておりますけれども、各条例とも職員の異動に

よる補正と伺いましたけれども、これに対応するような大きい動きの課等がありませんので、

内容がわかりましたらお願いします。 

〇議長（井上光三君） 

財務課長 秋山忠君。 

〇財務課長（秋山忠君）  
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大きな減額の内容ということだと思いますけれども、まず、児童館と保育所の保育士が欠員

というようなことになっていた部分もございます。あと、退職者、採用者等の差額というよう

なことで、大きな差がでているということでございます。 

〇議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

もう１点、同じパターンかもしれませんけれども、タブレットの４３ページ、議案の１０ペー

ジですね。土木管理費、その下の都市計画費、合計で１４００万円減額になっていますけども、

職員の異動ということであれば、どこかが膨らんでいるかと思うんですけれども、それが見当

たらないので、今と同じようにご説明いただければと思います。 

〇議長（井上光三君） 

財務課長 秋山忠君。 

〇財務課長（秋山忠君）  

土木管理費の給料、職員手当の件と、都市計画費の件でございますが、やはりこちらにつき

ましても、職員が異動しまして、また、新人採用者が所属したというようなことで、大きな差

額がでているというこでございます。 

〇議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

もう１度すみませんけど、職員が異動して新人を採用して減額になった、ちょっとわかりづ

らいんですけども。 

〇議長（井上光三君） 

財務課長 秋山忠君。 

〇財務課長（秋山忠君）  

職員の異動につきましては、現員のところで当初予算を見積もっているわけですけれども、

職員が４月１日に配置換えということになっております。特に新人職員が配置された場合です

と、大きな金額が減額になるというようなこともございますので、ここで差額が出たというこ

とでございます。 

〇議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

ちょっとわかりづらいので、また改めてお伺いするようにします。ありがとうございました。 

〇議長（井上光三君） 

ほかに質疑ありませんか。 

（ な  し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって、議案第１０３号から第１０７号について、質疑を終わります。 

〇議長（井上光三君） 

これから議案第１０３号から第１０７号について、討論を行います。 

討論はありませんか。 
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（ な  し ） 

討論なしと認めます。 

以上をもって議案第１０３号から第１０７号について、討論を終わります。 

これから日程第６ 議案第１０３号から日程第１０ 議案第１０７号について、一括して採決

します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第１０３号から第１０７号については原案のとおり可決されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（井上光三君） 

日程第１１ 議案第１０８号 リニア髙下工事用道路整備工事（２工区）請負契約の締結につい 

てを議題とします。 

町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君。 

――――――議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明―――――――― 

〇議長（井上光三君） 

次に、議案第１０８号について補足説明を求めます。 

管財課長 樋口一也君。 

〇管財課長（樋口一也君） 

議案第１０８号の補足説明をさせていただきます。 

工事名につきましては、リニア髙下工事用道路整備工事（２工区）であります。 

施工場所につきましては、富士川町髙下仙洞田地内であります。 

工事概要につきましては、施工延長７３メートル、幅員７．６ｍ、うち道路改良工事箇所部

分が延長４９メートル、橋梁工事部分が延長２４ｍであります。 

入札の方法につきましては、２社の共同企業体による一般競争入札であります。 

先月１１月１３日に入札参加に関する広告を行い、その結果、２つの共同企業体から参加申

請があり、参加資格を満たしていることから、１２月１７日に入札を実施いたしました。結果

といたしましては、入札は１回行い、井上建設・神田建設リニア髙下工事用道路整備工事（２工

区）共同企業体が落札いたしました。落札金額につきましては、２億４４２０万円で、落札率

につきましては９７．７１％です。工期につきましては、議会議決日の翌日から、令和２年３月

３１日となっております。 

契約の相手方につきましては、井上建設・神田建設リニア髙下工事用道路整備工事（２工区）

共同企業体で、代表構成員は山梨県南巨摩郡富士川町小室２３１２番地、井上建設株式会社、

代表取締役井上和夫であります。なお、次ページに仮契約書の写しがありますので、ご参照く

ださい。 

以上、議案第１０８号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご議決賜りますよう

お願い申し上げます。 

〇議長（井上光三君） 

以上で町長からの提案理由ならびに担当課長の補足説明が終わりました。 
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〇議長（井上光三君） 

これから議案第１０８号について質疑を行います。質疑はありませんか。 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

３番笹本壽彦です。この、リニアとの関係の契約ですが、いずれ、これを取り壊すというこ

とを聞いておるのですが、それはＪＲとの契約の段階で、前もってそういう契約があるのでしょ

うか。 

〇議長（井上光三君） 

土木整備課長 志村正史君。 

〇土木整備課長（志村正史君） 

ただ今のご質問にお答えします。この工事用道路につきましては、平成２９年１０月５日に

富士川町髙下地区内道路工事等に関する基本協定を締結しておりまして、その後、平成３０年

６月２９日に、施工委託の協定を受けております。その中で、工事用道路につきましては、現

在ＪＲ東海が借地をしておりまして、その後、工事は町が受け、その後は完成後、町が引き取

るということで、取り壊しする場所はございません。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

以上です。ありがとうございました。 

〇議長（井上光三君） 

ほかに質疑ありませんか。 

（ な  し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって、議案第１０８号について質疑を終わります。 

〇議長（井上光三君） 

これから議案第１０８号について討論を行います。 

討論はありませんか。 

（ な  し ） 

討論なしと認めます。 

以上をもって議案第１０８号討論を終わります。 

これから日程第１１ 議案第１０８号について採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第１０８号は原案のとおり可決されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（井上光三君） 

以上で、本日の日程は全て終了しました。 

本日は、これにて閉会とします。起立願います。相互に礼。ご苦労さまでした。 
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閉会 午前１０時４２分 

 

 

 

 

 


